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　（１）料金・使用料改定の必要性

　　これまで経費削減や収益確保の取り組みなどにより、約１５年間にわたり料金の改定を行ってきま
せんでしたが、 今後、電気料金や資材費、労務費などの物価高騰や急激な人口減少による料金収
入の減少、施設の老朽化に伴う改築・更新需要の増加により、市の上下水道事業は益々厳しい状
況になると想定しています。

　　
　　　
　　　上下水道事業は主として使用者からの料金・使用料で運営しています。
　　　将来にわって健全な経営を維持していくため、持続可能な財政基盤の構築が不可欠であり、上　　
　　　下水道の料金・使用料の増額改定が必要です。

使用水量の減少に伴う
料金・使用料収入の減少

物価高騰などによる
経営環境の悪化

施設の老朽化に伴う
改築・更新需要の増加
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　（１）料金・使用料改定の必要性

　経営戦略の投資財政計画で示す純損益

　　上水道事業は、令和５年度から純損失（赤字）
が発生しており、利益積立金を取り崩し補填して
きました。
　　現行の料金体系を改定しない場合、令和１3年
に利益積立金が不足し、補填する事が出来なくな
ります。
　
　経営を維持していくため、令和１０年度には料金
改定が必要です。

経営戦略で示している投資財政計画より （千円）

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

①収益的収入 469,241 465,050 467,013 464,121 458,337 448,112 437,415 451,714 430,647 418,139 420,192 420,244

②収益的支出 475,720 474,672 482,519 475,657 483,976 494,297 521,114 523,705 534,392 529,252 543,078 558,241

純損益　①ー② ▲ 6,479 ▲ 9,622 ▲ 15,506 ▲ 11,536 ▲ 25,639 ▲ 46,185 ▲ 83,699 ▲ 71,991 ▲ 103,745 ▲ 111,113 ▲ 122,886 ▲ 137,997

利益積立金残高（千円） 273,261 263,639 248,133 236,597 210,958 164,774 81,075 9,084 0 0 0 0

水道料金
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　１．料金・使用料改定の必要性

　経営戦略の投資財政計画で示す純損益

　　下水道事業は、令和6年度から公営企業会計に
移行したため、積立金はありません。
　　令和8年度までは、一般会計からの基準外繰入金
により損失を補填しますが、独立採算の原則の観点
から基準外繰入金に依存しない事業経営が求めら
れています。

　令和９年度から一般会計の基準外繰入金を見込ん
でいないため、令和９年度には料金改定が必要です。

経営戦略で示している投資財政計画より （千円）

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

①収益的収入 1,063,777 1,068,804 1,056,590 1,014,284 985,460 994,668 1,004,947 982,533 967,489 965,455 974,777

②収益的支出 1,032,648 1,040,445 1,035,535 1,042,220 1,013,120 1,036,783 1,061,066 1,056,235 1,029,777 1,030,530 1,054,143

純損益　①ー② 0 0 0 ▲ 27,936 ▲ 27,660 ▲ 42,115 ▲ 56,119 ▲ 73,702 ▲ 62,288 ▲ 65,075 ▲ 79,366

下水道使用料
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　（２）料金・使用料改定時期

水道事業の料金改定

　〇料金改定の目的を「純損失の解消」とします。

　（１）料金算定期間　　　：令和10年度～令和14年度の5年間　　　　　　　　　　　　　　　　
　（２）料金の改定時期　：令和１０年4月１日以降の検針時から
　（３）改定率　　　　　　　　　：基本料金・従量料金ともに現行の１．３倍

水道料金

（千円）

R10 R11 R12 R13 R14 合計

①改定前の給水収益 287,249 283,834 280,473 277,144 273,795 1,402,495

②改定後の給水収益 373,424 368,984 364,615 360,287 355,934 1,823,244

収入増分　②ー① 86,175 85,150 84,142 83,143 82,139 420,749

改定前の純損益 ▲ 46,185 ▲ 83,699 ▲ 71,991 ▲ 103,745 ▲ 111,113 ▲ 416,734

改定後の純損益 39,990 1,451 12,151 ▲ 20,602 ▲ 28,974 4,015

　　　料金算定期間内の純損益（見込み）
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　（２）料金・使用料改定時期

水道料金改定前と改定後の純損益及び利益積立金残高

水道料金

改定前 (千円） 改定後 (千円）

　 R10 R11 R12 R13 R14 合計 　 R10 R11 R12 R13 R14 合計

①収益的収入 448,112 437,415 451,714 430,647 418,139 2,186,027 ①収益的収入 534,287 522,565 535,856 513,790 500,278 2,606,776

②収益的支出 494,297 521,114 523,705 534,392 529,252 2,602,761 ②収益的支出 494,297 521,114 523,705 534,392 529,252 2,602,761

純損益　①-② ▲ 46,185 ▲ 83,699 ▲ 71,991 ▲ 103,745 ▲ 111,113 ▲ 416,734 純損益　①-② 39,990 1,452 12,150 ▲ 20,602 ▲ 28,975 4,015

利益積立金残高 164,774 81,075 9,084 0 0 利益積立金残高 250,948 252,400 264,550 243,948 214,973

1.3倍
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　（２）料金・使用料改定時期

下水道事業の使用料改定

〇料金改定の目的を「純損失の解消」とします。

（１）使用料算定期間　　　：　令和9年度～令和13年度の5年間
（２）使用料の改定時期　：　令和９年4月１日以降の検針時から
（３）改定率　　　　　　　　　 　：  基本使用料・従量使用料ともに現行の１．１４倍

下水道使用料

（千円）

R9 R10 R11 R12 R13 合計

①改定前の下水道使用料 339,665 335,954 332,438 328,481 324,810 1,661,348

②改定後の下水道使用料 387,218 382,988 378,979 374,468 370,283 1,893,937

収入増分　②ー① 47,553 47,034 46,541 45,987 45,473 232,589

改定前の純損益 ▲ 27,936 ▲ 27,660 ▲ 42,115 ▲ 56,119 ▲ 73,702 ▲ 227,532

改定後の純損益 19,617 19,374 4,427 ▲ 10,132 ▲ 28,229 5,057

　　　　　　　使用料算定期間内の純損益（見込み）
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　（２）料金・使用料改定時期

下水道使用料改定前と改定後の純損益及び利益積立金残高

下水道使用料

※令和11年度までの積立により、令和１２、13年度の損
失を補填します。

改定前 (千円） 改定後 (千円）

　 R9 R10 R11 R12 R13 合計 　 R9 R10 R11 R12 R13 合計

①収益的収入 1,014,284 985,460 994,668 1,004,947 982,533 4,981,892 ①収益的収入 1,061,837 1,032,494 1,041,209 1,050,934 1,028,006 5,214,481

②収益的支出 1,042,220 1,013,120 1,036,783 1,061,066 1,056,235 5,209,424 ②収益的支出 1,042,220 1,013,120 1,036,783 1,061,066 1,056,235 5,209,424

純損益　①-② ▲ 27,936 ▲ 27,660 ▲ 42,115 ▲ 56,119 ▲ 73,702 ▲ 227,532 純損益　①-② 19,617 19,374 4,427 ▲ 10,132 ▲ 28,229 5,057

利益積立金残高 0 0 0 0 0 利益積立金残高 19,617 38,991 43,418 33,286 5,057
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水道事業　　料金表（勝山市水道事業給水条例第２４条）　現行と改定後

　（３）改定後の料金・使用料体系 水道料金

現在の料金表 （税込） 改定後の料金表 （税込）

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階

水量 税込

１０立方メート
ルを超え３０立
方メートルまで
の分

3０立方メート
ルを超え50立
方メートルまで
の分

50立方メート
ルを超え100
立方メートルま
での分

１０0立方メート
ルを超える分

水量 税込

１０立方メート
ルを超え３０立
方メートルまで
の分

3０立方メート
ルを超え50立
方メートルまで
の分

50立方メート
ルを超え100
立方メートルま
での分

１０0立方メート
ルを超える分

13ミリメート
ル

１０立方メー
トルまで

1,265円 132円 148.5円 154円 181.5円
13ミリメート
ル

１０立方メー
トルまで

1,650円 176円 198円 203.5円 236.5円

20ミリメート
ル

1,430円
20ミリメート
ル

1,870円

25ミリメート
ル

1,650円
25ミリメート
ル

2,145円

40ミリメート
ル

1,870円
40ミリメート
ル

2,475円

50ミリメート
ル

2,640円
50ミリメート
ル

3,465円

75ミリメート
ル

4,675円
75ミリメート
ル

6,105円

100ミリメー
トル

7,040円
100ミリメー
トル

9,185円

超過料金（1立方メートルにつき） 従量料金（1立方メートルにつき）

料金は、各月ごとに前項により算定した基本料金と超過料金を合計した額とする。
ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

料金は、各月ごとに前項により算定した基本料金と従量料金を合計した額とする。
ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

メーター
口径別

基本料金

メーター
口径別

基本料金料金 料金
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　（３）改定後の料金・使用料体系

夫婦子ども2人の4人世帯
　口径20㎜　４０㎥/月　
　使用した場合
現行料金：5,555円
改定料金：7,370円
差額　　　　：1,815円

水道料金

（税込円）

口径 10㎥ 20㎥ 30㎥ 40㎥ 50㎥ 100㎥ 250㎥ 500㎥ 1,000㎥ 3,000㎥

現行料金 1,265 2,585 3,905 5,390 6,875 14,575 41,800 87,175 177,925 540,925

改定料金 1,650 3,410 5,170 7,150 9,130 19,305 54,780 113,905 232,155 705,155

差額 385 825 1,265 1,760 2,255 4,730 12,980 26,730 54,230 164,230

現行料金 1,430 2,750 4,070 5,555 7,040 14,740 41,965 87,340 178,090 541,090

改定料金 1,870 3,630 5,390 7,370 9,350 19,525 55,000 114,125 232,375 705,375

差額 440 880 1,320 1,815 2,310 4,785 13,035 26,785 54,285 164,285

現行料金 1,650 2,970 4,290 5,775 7,260 14,960 42,185 87,560 178,310 541,310

改定料金 2,145 3,905 5,665 7,645 9,625 19,800 55,275 114,400 232,650 705,650

差額 495 935 1,375 1,870 2,365 4,840 13,090 26,840 54,340 164,340

現行料金 1,870 3,190 4,510 5,995 7,480 15,180 42,405 87,780 178,530 541,530

改定料金 2,475 4,235 5,995 7,975 9,955 20,130 55,605 114,730 232,980 705,980

差額 605 1,045 1,485 1,980 2,475 4,950 13,200 26,950 54,450 164,450

現行料金 2,640 3,960 5,280 6,765 8,250 15,950 43,175 88,550 179,300 542,300

改定料金 3,465 5,225 6,985 8,965 10,945 21,120 56,595 115,720 233,970 706,970

差額 825 1,265 1,705 2,200 2,695 5,170 13,420 27,170 54,670 164,670

現行料金 4,675 5,995 7,315 8,800 10,285 17,985 45,210 90,585 181,335 544,335

改定料金 6,105 7,865 9,625 11,605 13,585 23,760 59,235 118,360 236,610 709,610

差額 1,430 1,870 2,310 2,805 3,300 5,775 14,025 27,775 55,275 165,275

現行料金 7,040 8,360 9,680 11,165 12,650 20,350 47,575 92,950 183,700 546,700

改定料金 9,185 10,945 12,705 14,685 16,665 26,840 62,315 121,440 239,690 712,690

差額 2,145 2,585 3,025 3,520 4,015 6,490 14,740 28,490 55,990 165,990

13㎜

20㎜

25㎜

40㎜

50㎜

75㎜

100㎜
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　（３）改定後の料金・使用料体系

口径・水量別の料金比較
口径13㎜ 口径20㎜　 口径25㎜　

口径40㎜　　 口径50㎜ 口径75㎜　

水道料金
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　（３）改定後の料金・使用料体系

下水道事業　　料金表（勝山市下水道条例第１２条の４　別表）　現行と改定後

下水道使用料

現在の料金表 改定後の料金表
使用区分 使用料区分 排水量等 使用区分 使用料区分 排水量等

一般汚水 基本使用料 １０立方メートル以下の分 1,353 円 一般汚水 基本使用料 １０立方メートル以下の分 1,551 円

従量使用料（１立方メートルにつき） １０立方メートルを超え３０立方メートルまでの分 143 円 従量使用料（１立方メートルにつき） １０立方メートルを超え３０立方メートルまでの分 165 円

3０立方メートルを超え50立方メートルまでの分 165 円 3０立方メートルを超え50立方メートルまでの分 192.5 円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 187 円 50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 214.5 円

１０0立方メートルを超える分 214.5 円 １０0立方メートルを超える分 247.5 円

公衆浴場汚水 基本使用料 １０立方メートル以下の分 1,353 円 公衆浴場汚水 基本使用料 １０立方メートル以下の分 1,551 円

従量使用料（１立方メートルにつき） １０立方メートルを超える分 69.3 円 従量使用料（１立方メートルにつき） １０立方メートルを超える分 82.5 円

水道水以外計測器 時間計（1個につき） 55 円 水道水以外計測器 時間計（1個につき） 66 円

量水器（直読式1個につき） 口径13ミリメートル 55 円 量水器（直読式1個につき） 口径13ミリメートル 66 円

口径20ミリメートル 104.5 円 口径20ミリメートル 121 円

口径25ミリメートル 121 円 口径25ミリメートル 143 円

口径40ミリメートル 275 円 口径40ミリメートル 313.5 円

口径50ミリメートル 528 円 口径50ミリメートル 605 円

口径75ミリメートル 1,232 円 口径75ミリメートル 1,408 円

口径100ミリメートル 1,650 円 口径100ミリメートル 1,881 円

口径125ミリメートル 2,112 円 口径125ミリメートル 2,409 円

量水器（遠隔式1個につき） 口径13ミリメートル 220 円 量水器（遠隔式1個につき） 口径13ミリメートル 253 円

口径20ミリメートル 275 円 口径20ミリメートル 313.5 円

口径25ミリメートル 286 円 口径25ミリメートル 330 円

口径40ミリメートル 396 円 口径40ミリメートル 456.5 円

口径50ミリメートル 1,705 円 口径50ミリメートル 1,947 円

口径75ミリメートル 1,980 円 口径75ミリメートル 2,260.5 円

口径100ミリメートル 2,420 円 口径100ミリメートル 2,761 円

口径125ミリメートル 4,015 円 口径125ミリメートル 4,581.5 円

使用料は、各月ごとに使用者が排除した汚水の種別及び量に応じ、算定した基本使用料と従量使用料を合計 使用料は、各月ごとに使用者が排除した汚水の種別及び量に応じ、算定した基本使用料と従量使用料を合計

した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

（税込） （税込）

料金 料金
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　（３）改定後の料金・使用料体系

夫婦子ども2人の4人世帯
　４０㎥/月　
　使用した場合
現行使用料：5,863円
改定使用料：6,776円
差額　　　　：　　913円

下水道使用料

（税込円）

10㎥ 20㎥ 30㎥ 40㎥ 50㎥ 100㎥ 250㎥ 500㎥ 1,000㎥ 3,000㎥

現行使用料 1,353 2,783 4,213 5,863 7,513 16,863 49,038 102,663 209,913 638,913

改定使用料 1,551 3,201 4,851 6,776 8,701 19,426 56,551 118,426 242,176 737,176

差額 198 418 638 913 1,188 2,563 7,513 15,763 32,263 98,263

現行使用料 1,353 2,046 2,739 3,432 4,125 7,590 17,985 35,310 69,960 208,560

改定使用料 1,551 2,343 3,135 3,927 4,719 8,679 20,559 40,359 79,959 238,359

差額 198 297 396 495 594 1,089 2,574 5,049 9,999 29,799

使用区分

一般汚水

公衆浴場汚水

（税込円）

13㎜ 20㎜ 25㎜ 40㎜ 50㎜ 75㎜ 100㎜ 125㎜

現行使用料 55 104.5 121 275 528 1,232 1,650 2,112

改定使用料 62.7 119.9 138.6 313.5 602.8 1404.7 1881 2407.9

差額 7.7 15.4 17.6 38.5 74.8 172.7 231.0 295.9

現行使用料 220 275 286 396 1,705 1,980 2,420 4,015

改定使用料 250.8 313.5 326.7 452.1 1943.7 2257.2 2758.8 4577.1

差額 30.8 38.5 40.7 56.1 238.7 277.2 338.8 562.1

使用区分

量水器
（直読式1個につき）

量水器
（遠隔式1個につき）

（税込円）

現行使用料 55

改定使用料 62.7

差額 7.7

使用区分

時間計（1個につき）
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　（３）改定後の料金・使用料体系

使用区分・水量別の使用料金比較
一般汚水　

一般汚水　

公衆浴場汚水

公衆浴場汚水
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　（３）改定後の料金・使用料体系 水道料金 下水道使用料

上下水道料金早見表（口径13㎜） 税込（円） 上下水道料金早見表（口径13㎜） 税込（円）

現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後

水道料金 水道料金 下水道使用料 下水道使用料 水道料金 水道料金 下水道使用料 下水道使用料

0 1,265 1,650 385 1,353 1,551 198 2,618 3,201 583

1 1,265 1,650 385 1,353 1,551 198 2,618 3,201 583 31 4,053 5,368 1,315 4,378 5,043 665 8,431 10,411 1,980

2 1,265 1,650 385 1,353 1,551 198 2,618 3,201 583 32 4,202 5,566 1,364 4,543 5,236 693 8,745 10,802 2,057

3 1,265 1,650 385 1,353 1,551 198 2,618 3,201 583 33 4,350 5,764 1,414 4,708 5,428 720 9,058 11,192 2,134

4 1,265 1,650 385 1,353 1,551 198 2,618 3,201 583 34 4,499 5,962 1,463 4,873 5,621 748 9,372 11,583 2,211

5 1,265 1,650 385 1,353 1,551 198 2,618 3,201 583 35 4,647 6,160 1,513 5,038 5,813 775 9,685 11,973 2,288

6 1,265 1,650 385 1,353 1,551 198 2,618 3,201 583 36 4,796 6,358 1,562 5,203 6,006 803 9,999 12,364 2,365

7 1,265 1,650 385 1,353 1,551 198 2,618 3,201 583 37 4,944 6,556 1,612 5,368 6,198 830 10,312 12,754 2,442

8 1,265 1,650 385 1,353 1,551 198 2,618 3,201 583 38 5,093 6,754 1,661 5,533 6,391 858 10,626 13,145 2,519

9 1,265 1,650 385 1,353 1,551 198 2,618 3,201 583 39 5,241 6,952 1,711 5,698 6,583 885 10,939 13,535 2,596

10 1,265 1,650 385 1,353 1,551 198 2,618 3,201 583 40 5,390 7,150 1,760 5,863 6,776 913 11,253 13,926 2,673

11 1,397 1,826 429 1,496 1,716 220 2,893 3,542 649 41 5,538 7,348 1,810 6,028 6,968 940 11,566 14,316 2,750

12 1,529 2,002 473 1,639 1,881 242 3,168 3,883 715 42 5,687 7,546 1,859 6,193 7,161 968 11,880 14,707 2,827

13 1,661 2,178 517 1,782 2,046 264 3,443 4,224 781 43 5,835 7,744 1,909 6,358 7,353 995 12,193 15,097 2,904

14 1,793 2,354 561 1,925 2,211 286 3,718 4,565 847 44 5,984 7,942 1,958 6,523 7,546 1,023 12,507 15,488 2,981

15 1,925 2,530 605 2,068 2,376 308 3,993 4,906 913 45 6,132 8,140 2,008 6,688 7,738 1,050 12,820 15,878 3,058

16 2,057 2,706 649 2,211 2,541 330 4,268 5,247 979 46 6,281 8,338 2,057 6,853 7,931 1,078 13,134 16,269 3,135

17 2,189 2,882 693 2,354 2,706 352 4,543 5,588 1,045 47 6,429 8,536 2,107 7,018 8,123 1,105 13,447 16,659 3,212

18 2,321 3,058 737 2,497 2,871 374 4,818 5,929 1,111 48 6,578 8,734 2,156 7,183 8,316 1,133 13,761 17,050 3,289

19 2,453 3,234 781 2,640 3,036 396 5,093 6,270 1,177 49 6,726 8,932 2,206 7,348 8,508 1,160 14,074 17,440 3,366

20 2,585 3,410 825 2,783 3,201 418 5,368 6,611 1,243 50 6,875 9,130 2,255 7,513 8,701 1,188 14,388 17,831 3,443

21 2,717 3,586 869 2,926 3,366 440 5,643 6,952 1,309 51 7,029 9,333 2,304 7,700 8,915 1,215 14,729 18,248 3,519

22 2,849 3,762 913 3,069 3,531 462 5,918 7,293 1,375 52 7,183 9,537 2,354 7,887 9,130 1,243 15,070 18,667 3,597

23 2,981 3,938 957 3,212 3,696 484 6,193 7,634 1,441 53 7,337 9,740 2,403 8,074 9,344 1,270 15,411 19,084 3,673

24 3,113 4,114 1,001 3,355 3,861 506 6,468 7,975 1,507 54 7,491 9,944 2,453 8,261 9,559 1,298 15,752 19,503 3,751

25 3,245 4,290 1,045 3,498 4,026 528 6,743 8,316 1,573 55 7,645 10,147 2,502 8,448 9,773 1,325 16,093 19,920 3,827

26 3,377 4,466 1,089 3,641 4,191 550 7,018 8,657 1,639 56 7,799 10,351 2,552 8,635 9,988 1,353 16,434 20,339 3,905

27 3,509 4,642 1,133 3,784 4,356 572 7,293 8,998 1,705 57 7,953 10,554 2,601 8,822 10,202 1,380 16,775 20,756 3,981

28 3,641 4,818 1,177 3,927 4,521 594 7,568 9,339 1,771 58 8,107 10,758 2,651 9,009 10,417 1,408 17,116 21,175 4,059

29 3,773 4,994 1,221 4,070 4,686 616 7,843 9,680 1,837 59 8,261 10,961 2,700 9,196 10,631 1,435 17,457 21,592 4,135

30 3,905 5,170 1,265 4,213 4,851 638 8,118 10,021 1,903 60 8,415 11,165 2,750 9,383 10,846 1,463 17,798 22,011 4,213

使用量
（㎥）

差額 差額
現行

合計金額
改定後

合計金額
差額

使用量
（㎥）

差額 差額
現行

合計金額
改定後

合計金額
差額
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　（３）改定後の料金・使用料体系

算定期間後の令和14年度以降の赤字見込み額を積立
で補填できない状況です。

◎下水道使用料の改定率を1.20倍とした場合の純損益及び利益積立金残高

現行使用料を1.20倍に引き上げをすることで、損失を補
填し、積立ができます。

改定率　現行の1.14倍 (千円）

　 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 合計

①収益的収入 1,061,837 1,032,494 1,041,209 1,050,934 1,028,006 1,012,450 1,009,906 1,018,718 5,214,481

②収益的支出 1,042,220 1,013,120 1,036,783 1,061,066 1,056,235 1,029,777 1,030,530 1,054,143 5,209,424

純損益　①-② 19,617 19,374 4,427 ▲ 10,132 ▲ 28,229 ▲ 17,327 ▲ 20,623 ▲ 35,425 5,057

利益積立金残高 19,617 38,991 43,418 33,286 5,057 0 0 0

改定率　現行の1.2倍 (千円）

　 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 合計

①収益的収入 1,082,217 1,052,651 1,061,156 1,070,643 1,047,495 1,031,719 1,028,957 1,037,550 5,314,162

②収益的支出 1,042,220 1,013,120 1,036,783 1,061,066 1,056,235 1,029,777 1,030,530 1,054,143 5,209,424

純損益　①-② 39,997 39,531 24,373 9,577 ▲ 8,740 1,942 ▲ 1,573 ▲ 16,593 104,738

利益積立金残高 39,997 79,529 103,901 113,478 104,738 106,680 105,107 88,513

R9～R13　使用料算定期間 R9～R13　使用料算定期間
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水道料金現行と1.30倍の純損益及び利益積立金残高

　（３）改定後の料金・使用料体系

改定前 (千円）

　 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 合計

①収益的収入 448,112 437,415 451,714 430,647 418,139 420,192 420,244 4,966,523

②収益的支出 494,297 521,114 523,705 534,392 529,252 543,078 558,241 3,704,079

純損益　①-② ▲ 46,185 ▲ 83,699 ▲ 71,991 ▲ 103,745 ▲ 111,113 ▲ 122,886 ▲ 137,997 ▲ 677,616

利益積立金残高 164,774 81,075 9,084 0 0 0 0 0

※令和12年度までの積立により、令和13年度以降の損
失を補填します。

水道料金

R10～R14　料金算定期間 R10～R14　料金算定期間

改定後  1.3倍 (千円）

　 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 合計

①収益的収入 534,287 522,565 535,856 513,790 500,278 501,329 500,377 6,130,559

②収益的支出 494,297 521,114 523,705 534,392 529,252 543,078 558,241 3,704,079

純損益　①-② 39,990 1,452 12,150 ▲ 20,602 ▲ 28,975 ▲ 41,749 ▲ 57,864 ▲ 95,598

利益積立金残高 250,948 252,400 264,550 243,948 214,973 173,225 115,360 1,515,405
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　（４）加入金・負担金の改定

水道事業　加入金と負担金の改定

　　　

負担金を加入金に統合し、現行の加入金に一律７７，０００円を増額

加入金 ： 給水装置の新設や水道メーターの口径を大きくする改造工事をする場合に徴収　　
　　　　    　　

負担金 ： 給水装置を新設する場合に区域ごとに設定した金額を徴収
　　　　　     

口径 13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm 100mm

現行 33,000 55,000 110,000 330,000 550,000 1,100,000 1,760,000

改定後 110,000 132,000 187,000 407,000 627,000 1,177,000 1,837,000

水道料金

〇　加入金
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　（４）加入金・負担金の改定

現行の区域ごとの負担金

水道料金

負担金の額

元町、昭和町(一部の区域を除く。)、旭町、立川町、本町、栄町、沢町、芳野町、若猪野、
高島、西高島、毛屋(毛屋町を除く。)、滝波町、郡町、長山町(一部の区域を除く。)、千代田

77,000円

昭和町の一部、旭毛屋町、毛屋町、猪野、片瀬、片瀬町、平泉寺の一部、岡横江、五本寺、黒原、寺尾、
浄土寺、長山町の一部、新保、松ケ崎

126,500円

猪野口 220,000円

郡原、芳野原、平泉寺(一部の区域を除く。)、赤尾、笹尾、大渡、壁倉、岩ケ野、神野、経塚、平泉寺町上
野、竜谷、竹林、聖丸、深谷、薬師神谷、牛ケ谷、北野津又、松田、田名部、布市、清水島、北新在家、別
所、境、戸倉、西ケ原、荒土町新道、細野口、北宮地、堀名、中清水、伊波、妙金島、西妙金島、檜曽谷、
新町、志比原、上森川、下森川、東野、北郷町上野、伊知地、坂東島、嵭崎、大袋、遅羽町新道、北山、
蓬生、中島、比島、保田、西光寺、北西俣、矢戸口、本郷、西遅羽口、東遅羽口、杉俣、志田、発坂、保田
出村

231,000円

暮見、栃神谷、下荒井、木根橋、北六呂師、大矢谷、谷、河合の一部 330,000円

区域名


